ふるさと川・海応援団支援事業費補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10号。以下「規則」という。）第21条の規定に基づき、ふるさと川・海応援団支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
（補助対象事業）
第２条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるものとする。
　(1)　県管理河川又は県内の海岸において、堤防等の草刈り、空き缶拾い、清掃等の美化活動（以下「美化活動」という。）を行う事業
(2)　県管理河川又は県内の海岸において、稚魚放流、魚釣大会、草花の植栽等の河川の利活用や海岸の適正利用、環境保全等の愛護活動（以下「愛護活動」という。）を行う事業
　（補助対象団体）

第３条　　補助金の対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
　(1)　美化活動の対象となる団体は、ふるさとリバーボランティア支援制度実施要領に基づく河川・海岸愛護ボランティア団体に登録している団体であること。
　(2)　地方自治法（昭和22年法律第67号）に定める地方公共団体、政治活動又は宗教活動を主たる目的とした団体その他これらに類する団体ではないこと。
　(3)　富山県暴力団排除条例（平成23年富山県条例第４号）第２条第１号に規定する暴力団でなく、かつ同条３号に規定する暴力団員等が含まれていないこと。
　(4)　富山県暴力団排除条例に関する規則（平成23年富山県公安委員会規則第2号）第３条各号に掲げる者が含まれていないこと。

（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第２条の補助事業に要する経費で、別表１に定めるとおりとする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、補助対象経費から除外するものとする。
(1)　団体の運営経費
(2)　営利を目的とする事業に要する経費
(3)　活動に対する労務費
(4)　県、市町村等から補助金を交付されている活動に要する経費
(5)　その他補助することが適当でないと認められる経費
（補助金の額等）
第５条　補助率及び補助金の限度額等については、別表２に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

２　前項の美化活動又は愛護活動の補助金を最大受給回数まで交付を受けた団体が、別表３に定める申請要件のいずれかに該当する場合は、別表４に定める補助金の補助率及び限度額により、予算の範囲内で補助するものとする。
（補助金の交付の申請）
第６条　補助金の交付の申請は、補助金交付申請書（様式第１号）により、知事が別に定める期間内に行わなければならない。なお、前条第２項の補助金の交付の申請をする場合は、同項各号の条件を満たす計画であることを示さなければならない。
２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)　収支予算書（様式第２号）
(2)　その他知事が必要と認める書類
３　同一団体による年度内における補助金の交付申請は、１回限りとする。

（補助金の交付決定）
第７条　知事は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、すみやかに補助金の交付決定を行うものとする。
（交付の条件）
第８条　規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1)　補助事業の内容又は補助事業に要する経費を変更する場合においては、あらかじめ変更承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(2)　補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、廃止(中止)承認申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承認を受けること。
(3)　補助事業の経理については、その内容を証する関係書類を整備し、補助事業完了後５年間保存しておくこと。
（軽微な変更）
第９条　前条第１号ただし書きの規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1)　事業主体を変更すること。

(2)　事業目的を変更すること。

(3)　愛護活動において補助対象経費の30パーセント以上の変更をすること。
（補助事業の遂行）
第10条　補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
（実績報告）
第11条　補助事業者は、事業完了後30日以内又は３月31日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1)　収支決算書（様式第６号）
(2)　補助事業の活動状況を示した写真

(3)　補助金の使途を証する領収書（写し）

(4)　その他必要と認められる書類

２　第５条第２項の補助金の交付を受ける場合は、前項の書類に加え、同項各号の条件を満たすことを示す書類を添えなければならない。

（補助金の額の確定）
第12条　知事は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
（交付決定の取消）
第13条　知事は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用する等その補助事業に関して補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（補助金の返還）
第14条　知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
（補則）
第15条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
　　 附　則

　この要綱は、令和８年度分の補助金から適用する。
別表１（第４条関係）
＜補助対象経費及び補助対象外経費一覧表＞

	区　分
	項　目
	内　　　容

	
	
	美化活動
	愛護活動

	補助対象経費（事業に直接要する経費）
	報償費
	外部の講師、専門家、アドバイザー等への謝礼

	
	消耗品費
	軍手、長靴、ゴミ袋、箒、鎌、スコップ、鍬、草刈り機替え刃、殺虫剤、マスク、バケツ類、タオル、事務用品等
	軍手、長靴、ゴミ袋、箒、鎌、スコップ、鍬、草刈り機替え刃、殺虫剤、マスク、バケツ類、釣竿（子供用）、氷、稚魚、魚のえさ、タモ、タオル、事務用品、看板（事業に限定した仮設的なもの）等

	
	燃料費
	草刈機の燃料費
	草刈機、車両等の燃料費

	
	印刷製本費
	チラシ、資料、写真等の印刷費等

	
	通信費
	郵便料等

	
	保険料
	傷害・損害保険料

	
	使用料及び賃借料
	草刈機レンタル代、船舶借上料
	テント借上代、レンタカー代(車両借上に係る謝礼を除く。）、船舶借上料

	
	原材料費
	
	食材、プランター、植栽用の苗、肥料、丸太、レンガ類等（営利を目的としないもの）

	
	飲食費（参加者１人1,000円以内）
	弁当、飲料（アルコール類を除く）、菓子類等（飲食店での飲食費を除く）

	
	委託料
	団体等の構成員では実施できない業務の一部を外部委託するもの（枝の剪定等）

	
	その他
	その他事業に直接要する経費で、知事が必要かつ適切であると認めたもの（刈り草処理費等）

	補助対象外経費（事業に直接要しない経費）
	報償費
	団体等の構成員への謝礼（車両借上に係る謝礼等）

	
	消耗品費
	・補助事業以外の活動への広範な使用が想定されるもの（帽子、ヤッケ、運動靴、水槽、クーラーボックス、釣竿（大人用）等）

・河川又は海岸管理上支障が生じるおそれのあるもの（除草剤等）

・本実施要領に記載された「団体名を記した表示板」に該当するもの

	
	原材料費
	食材等（営利を目的とするもの）

	
	備品購入費
	備品の性格を有するもの（動力式草刈機等）

	
	飲食費
	アルコール類

	
	委託料
	補助事業そのものの委託費用

	
	その他
	・団体の運営経費にあたるもの

・領収書等による支払が明確でないもの
・その他事業に直接要しない経費で、知事が不要かつ適切でないと認めたもの


別表２（第５条第１項関係）
	区分
	最大受給回数
	補助率
	限度額（千円未満切捨て）

	美化活動
	３回まで
	補助対象経費に相当する額
	１万円

ただし、補助対象経費が5千円未満の場合又は補助事業の参加人数が5人未満の場合は補助金の交付の対象にしないものとする。
	11万円（美化活動及び愛護活動を複合的に行う場合）

	愛護活動
	３回まで
	補助対象経費の２分の１以内
	10万円

ただし、補助対象経費が２万円未満の場合は、補助金の交付の対象としないものとする。
	


別表３（第５条第２項関係）
	申請要件

	(1)　40歳以下の者が１人以上参加すること。

(2)　地域のにぎわいの創出に資するイベント（交流会、地域祭り、防災訓練等）を併せて実施すること。

(3)　活動の成果について、広報紙、公民館等への展示、ＳＮＳやホームページその他これに類する方法により情報発信を行うこと。


別表４（第５条第２項関係）
	段階
	最大受給回数
	申請可能年度
	補助率
	限度額（千円未満切捨て）

	第２段階（第５条第１項の受給３回後）
	３回まで
	前回交付年度の２年度以降に申請可
	補助対象経費に相当する額
	１万円（美化活動及び愛護活動を複合的に行う場合も含む）
ただし、補助対象経費が５千円未満の場合又は補助事業の参加人数が５人未満の場合は補助金の交付対象としない。

	第３段階（第２段階の受給３回後）
	制限なし
	前回交付年度の３年度以降に申請可
	同上
	同上


（様式第１号）
　　年　　月　　日　

富山県知事　　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　
　　年度ふるさと川・海応援団支援事業費補助金交付申請書
　年度においてふるさと川・海応援団支援事業を下記により実施したいので、ふるさと川・海応援団支援事業費補助金　金　　　　　　円を交付されるよう富山県補助金等交付規則第３条の規定により次の関係書類を添えて申請します。
１　補助事業の区分（該当項目に「☑」）

⑴　補助金の申請段階
□第１段階（　回目）　□第２段階（　回目）　□第３段階

【第２、第３段階の交付要件】

次のいずれかの要件を満たす予定であること。

□ 40歳以下の者が1人以上参加

□ 地域のにぎわいの創出に資するイベントの実施

□ 活動成果の情報発信

⑵　補助事業
□美化活動　　 □愛護活動 

２　事業計画

　(1)　事業の目的
　(2)　事業の内容

	事業・行事の名称
	実施期日
	実施場所
	内容（実施方法や参加人数）

	
	
	
	


３　関係書類
(1)　収支予算書（様式第２号）
(2)　その他参考資料
（様式第２号）
ふるさと川・海応援団支援事業収支予算書

１　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

	科目
	予算額
	概要

	本事業費補助金

上記以外（会費、参加費、寄付金、その他）
	
	

	収入合計
	
	


２　支出（補助金の申請を行うもののみ記入）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	科目
	予算額
	積算内訳

	美化活動

	
	消耗品費

材料費
その他具体的に
	
	

	小計（Ａ）
	
	

	愛護活動

	
	消耗品費

材料費

その他具体的に
	
	

	小計（Ｂ）
	
	

	補助対象外経費（Ｃ）
	
	

	支出合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	
	


３　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区分
	補助対象経費
	補助率（上限額）
	県補助金額

	第１段階
	美化（Ａ）
	
	10/10（上限１万円）
	

	
	愛護（Ｂ）
	
	1/2（上限10万円）
	

	第２段階
第３段階
	美化（Ａ）＋愛護（Ｂ）
	
	10/10（上限１万円）
	

	
	交付申請額※２
	


※１ 収入合計と支出合計は、一致させてください。
※２　算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨ててください。

（様式第３号）

　　年　　月　　日　

富山県知事　　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　
　　　　　　　　　 　 
年度ふるさと川・海応援団支援事業費補助金変更承認申請書

　　年　　月　　日付け富山県指令河第　　　号で交付決定を受けたふるさと川・海応援団支援事業費補助金について、下記のとおり事業を変更したいので、申請します。

記

１　変更の内容
	変更の内容
	変更前
	変更後

	□　事業の主体
	
	

	□　事業の目的
	
	

	□　事業に要する経費
	
	


２　変更の理由

（様式第４号）

　　　　年　　月　　日　

富山県知事　　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　
　　　　 　 

年度ふるさと川・海応援団支援事業費補助金廃止（中止）承認申請書

　　年　　月　　日付け富山県指令河第　　　号で交付決定を受けたふるさと川・海応援団支援事業費補助金について、下記のとおり事業を廃止（中止）したいので、申請します。

記

１　廃止（中止）する理由

（様式第５号）
　　年　　月　　日　

富山県知事　　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　
　　　年度ふるさと川・海応援団支援事業実績報告書

　　年　　月　　日付富山県指令河第　　号でふるさと川・海応援団支援事業費補助金の交付の決定の通知があったふるさと川・海応援団支援事業について、富山県補助金等交付規則第12条の規定により、その実績を次の関係書類を添えて報告します。
１　事業実績
	事業・行事の名称
	実施期日
	実施場所
	内容（実施方法や参加人数）

	
	
	
	


２　第２、第３段階の交付要件の達成状況（該当項目に「☑」）
　　次のいずれかの要件を満たしたことを報告し、当該要件を証明する書類を添付すること。

□ ①40歳以下の者が1人以上参加

□ ②地域のにぎわいの創出に資するイベントを併せて実施

□ ③活動成果の情報発信
３　関係書類
(1)　収支決算書（様式第６号）
(2)　補助事業の活動状況を示した写真等

(3)　補助金の使途を証する領収書（写し）
(4)　上記２に係る書類
（例）①40歳以下の参加者が確認できる名簿や写真等
　　 　　 ②実施状況が分かる資料（チラシ、写真、当日資料等）
③掲載物の写し、画面印刷、URLが分かる資料等

（様式第６号）
ふるさと川・海応援団支援事業収支決算書
１　収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

	科目
	決算額
	概要

	本事業費補助金

上記以外（会費、参加費、寄付金、その他）
	
	

	収入合計
	
	


２　支出（補助金の申請を行うもののみ記入）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	科目
	決算額
	積算内訳

	美化活動

	
	消耗品費

材料費
その他具体的に
	
	

	小計（Ａ）
	
	

	愛護活動
	
	

	
	消耗品費

材料費

その他具体的に
	
	

	小計（Ｂ）
	
	

	補助対象外経費（Ｃ）
	
	

	支出合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
	
	


３　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
	区分
	補助対象経費
	補助率（上限額）
	県補助金額

	第１段階
	美化（Ａ）
	
	10/10（上限１万円）
	

	
	愛護（Ｂ）
	
	1/2（上限10万円）
	

	第２段階
第３段階
	美化（Ａ）＋愛護（Ｂ）
	
	10/10（上限１万円）
	

	
	実績報告額
	


· 収入合計と支出合計は、一致させてください。
